
【参考】 

1 

◎「令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付要綱」新旧対照表 

傍線部分は改正箇所 

新 旧 

 

別紙 

 

令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

１ 令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金については、予算の範囲内

において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和 30年法律第 179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

施行令（昭和 30年政令第 255号。以下「令」という。）及び厚生労働省所管補

助金等交付規則（平成 12年厚生省労働省令第６号）の規定によるほか、この交

付要綱の定めるところによる。 

 

２ （略） 

 

（交付の対象） 

３ この補助金は、令和６年４月１日保発 0401第６号厚生労働省保険局長通知の

別紙「令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業実施要綱」に基づき健保組合、

協会、中央会、協議会及び健康会議が行う事業を交付の対象とする。 

 

４ （１）～（２） （略） 

（３） 協議会が行う事業 

次の表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額の

合計から寄附金その他の収入額を控除した額に第４欄に掲げる補助率を乗

じて得た額とを比較して少ない方の額を選定する。 

１ 区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 補助率 

ア. 保険者協議会の運営事業 

（ア） 保険者協議会の開催 

（イ） 高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和57 年

厚生労働

大臣の認

めた額 

人件費、備品購入費、消耗品

費、諸謝金、委員等旅費、講師

謝金（専門部会等の開催に限

る）、講師旅費（専門部会等の

１／２ 

 

別紙 

 

令和５年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

１ 令和５年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金については、予算の範囲内

において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和 30年法律第 179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

施行令（昭和 30年政令第 255号。以下「令」という。）及び厚生労働省所管補

助金等交付規則（平成 12年厚生省労働省令第６号）の規定によるほか、この交

付要綱の定めるところによる。 

 

２ （略） 

 

（交付の対象） 

３ この補助金は、令和５年３月 31日保発 0331第 19号厚生労働省保険局長通知

の別紙「令和５年度高齢者医療制度円滑運営事業実施要綱」に基づき健保組

合、協会、中央会、協議会及び健康会議が行う事業を交付の対象とする。 

 

４ （１）～（２） （略） 

  （３） 協議会が行う事業 

次の表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額の

合計から寄附金その他の収入額を控除した額に第４欄に掲げる補助率を乗

じて得た額とを比較して少ない方の額を選定する。 

１ 区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 補助率 

ア. 保険者協議会の運営事業 

（ア） 保険者協議会の開催 

（イ） 高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和57 年

厚生労働

大臣の認

めた額 

人件費、備品購入費、消耗品

費、諸謝金、委員等旅費、講師

謝金（専門部会等の開催に限

る）、講師旅費（専門部会等の

１／２ 
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法律第80 号）第９条第７

項及び第 10 項に基づく医

療費適正化計画への意見提

出に係る保険者協議会の開

催 

（ウ） 医療法（昭和23 年

法律第205 号）第30 条の

４第14 項に基づく医療計

画への意見提出に係る保険

者協議会の開催 

（エ） 専門部会等の開催 

開催に限る）、会場等借料、印

刷製本費、通信運搬費、速記

費、会議費、委託費（有識者に

分析業務を委託するものに限

る。） 

イ．データヘルス推進等事業 人件費、備品購入費、消耗品

費、委員等旅費、講師謝金、講

師旅費、会場等借料、印刷製本

費、通信運搬費、保守費、委託

費 

２／３ 

ウ．特定健診等に係る受診率

向上のための普及啓発事業 

人件費、消耗品費、会場等借

料、印刷製本費、通信運搬費、

委託費 

１／２ 

エ．特定健診等の円滑な実施

のための事業 

人件費、備品購入費、消耗品

費、通信運搬費、保守費、委託

費 

オ．特定保健指導プログラム

研修等事業 

人件費、消耗品費、講師謝金、

旅費、会場等借料、印刷製本

費、通信運搬費、委託費 

カ．特定保健指導実施機関評

価事業 

人件費、消耗品費、会場等借

料、印刷製本費、通信運搬費、

委託費 

法律第80 号）第９条第７

項及び第 10 項に基づく医

療費適正化計画への意見提

出に係る保険者協議会の開

催 

（ウ） 医療法（昭和23 年

法律第205 号）第30 条の

４第14 項に基づく医療計

画への意見提出に係る保険

者協議会の開催 

（エ） 専門部会等の開催 

開催に限る）、会場等借料、印

刷製本費、通信運搬費、速記

費、会議費、委託費（有識者に

分析業務を委託するものに限

る。） 

イ．データヘルス推進等事業 人件費、備品購入費、消耗品

費、委員等旅費、講師謝金、講

師旅費、会場等借料、印刷製本

費、通信運搬費、保守費、委託

費 

ウ．特定健診等に係る受診率

向上のための普及啓発事業 

人件費、消耗品費、会場等借

料、印刷製本費、通信運搬費、

委託費 

エ．特定健診等の円滑な実施

のための事業 

人件費、備品購入費、消耗品

費、通信運搬費、保守費、委託

費 

オ．特定保健指導プログラム

研修等事業 

人件費、消耗品費、講師謝金、

旅費、会場等借料、印刷製本

費、通信運搬費、委託費 

カ．特定保健指導実施機関評

価事業 

人件費、消耗品費、会場等借

料、印刷製本費、通信運搬費、

委託費 
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キ．特定健康診査と各種検診

の同時実施促進事業 

人件費、旅費、消耗品費、会場

等借料、印刷製本費、通信運搬

費、委託費 

ク．保険者とかかりつけ医

等の協働による加入者の予

防健康づくり事業 

(ア) かかりつけ医や地域社

会との連携役（※）の情報

連携やその活用等の実施 

(イ) かかりつけ医と地域社

会との連携役となる人材

育成事業 

(ウ) 連携役の実績等の取組

に対する評価・分析事業 

（ア） 人件費、消耗品費、

諸謝金、委員等旅

費、会場等借料、印

刷製本費、通信運搬

費、会議費、委託費 

（イ） 人件費、消耗品費、

講師謝金、旅費、会

場等借料、印刷製本

費、通信運搬費、委

託費 

（ウ） 人件費、消耗品費、

講師謝金、旅費、会

場等借料、印刷製本

費、通信運搬費、委

託費 
 

（※）かかりつけ医から情報提供を受けた加入者と地域コミュニティとを仲介する役割を担う者。

連携役は必ずしも専門資格を必要としないが、実態として、保健師、医療ソーシャルワーカ

ー、地域包括支援センター職員、介護支援専門員、生活支援コーディネーター、認知症支援

推進員等が担うことが多い。 
 

（４） （略） 

５ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

キ．特定健康診査と各種検診

の同時実施促進事業 

人件費、旅費、消耗品費、会場

等借料、印刷製本費、通信運搬

費、委託費 

（新設）    

 

 

 

 

 

（４） （略） 

５ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 
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（１） 事業に要する経費の配分の変更を行う場合は、速やかに厚生労働大

臣の承認を受けなければならない。 

（２） 事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、速やかに厚

生労働大臣の承認を受けなければならない。 

（３） 事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに厚生労働大臣の承

認を受けなければならない。 

（４）～（９） （略） 

 

（申請手続） 

６ この補助金の申請手続は、次により行うものとする。 

（１） 協議会の場合 

① 様式２による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日ま

でに都道府県知事に提出して行うものとする。 

② 都道府県知事は、①の申請書を受理し、これを審査し適正と認めたと

きは、様式１による申請書に関係書類を添えて、令和６年６月末日まで

に厚生労働大臣に提出するものとする。 

（２） 健保組合、協会、中央会又は健康会議の場合 

様式２による申請書に関係書類を添えて、令和６年６月末日までに厚生

労働大臣に提出するものとする。 

 

（変更申請手続） 

７ この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付

申請等を行う場合には、６に定める申請手続に従い、令和６年 11月末日までに

行うものとする。 

８～14 （略） 

 

（１） 事業に要する経費の配分の変更を行う場合は、厚生労働大臣の承認

を受けなければならない。 

（２） 事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、厚生労働大

臣の承認を受けなければならない。 

（３） 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受け

なければならない。 

（４）～（９） （略） 

 

（申請手続） 

６ この補助金の申請手続は、次により行うものとする。 

（１） 協議会の場合 

① 様式２による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日ま

でに都道府県知事に提出して行うものとする。 

② 都道府県知事は、①の申請書を受理し、これを審査し適正と認めたと

きは、様式１による申請書に関係書類を添えて、令和５年６月末日まで

に厚生労働大臣に提出するものとする。 

（２） 健保組合、協会、中央会又は健康会議の場合 

様式２による申請書に関係書類を添えて、令和５年６月末日までに厚生

労働大臣に提出するものとする。 

 

（変更申請手続） 

７ この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付

申請等を行う場合には、６に定める申請手続に従い、令和５年 11月末日までに

行うものとする。 

８～14 （略） 
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様式１ 

 
 

様式１ 

 

 

様式１ 

 

文 書 番 号 

（元号） 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣  殿 

 

都道府県知事 ○○ ○○   

 

 

令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金の（変更）交付申請について 

 

 

 管内保険者協議会から提出された標記申請書について、その内容を審査した

結果、適正であることを確認したので、下記により、補助金を交付されたく関

係書類を添えて提出する。 

 

様式１ 

 

文 書 番 号 

（元号） 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣  殿 

 

都道府県知事 ○○ ○○   

 

 

令和５年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金の（変更）交付申請について 

 

 

 管内保険者協議会から提出された標記申請書について、その内容を審査した

結果、適正であることを確認したので、下記により、補助金を交付されたく関

係書類を添えて提出する。 
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様式２ 

  

様式２ 

  

様式２ 

 

文 書 番 号 

（元号） 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣  殿 

 

 

                      ○○健康保険組合理事長 ○○ ○○  

全国健康保険協会理事長 ○○ ○○  

国民健康保険中央会理事長 ○○ ○○  

○○県保険者協議会会長 ○○ ○○  

日本健康会議代表 ○○ ○○  

 

 

令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金の（変更）交付申請について 

 

 

 標記について、下記により補助金を交付されたく関係書類を添えて申請する。 

 

記 

 

１ 補助金申請額  金○○○○円 

２ 令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金所要額調書 

（１．保険者による糖尿病性腎症患者等の重症化予防事業の場合は、様式２別紙１

及び様式２別紙１(内訳)、 

２．保険者協議会中央連絡会開催事業及び日本健康会議開催等事業の場合は、様

式２別紙２、様式２別紙２(概要)及び様式２別紙２(内訳)、 

３．保険者協議会の運営等に係る事業の場合は、様式２別紙３、様式２別紙３(概

要)及び様式２別紙３ (内訳)、をそれぞれ添付） 

３ 令和６年度収入支出予算（見込）書抄本 

４ その他、事業の内容に係る詳細な資料 

５ 変更申請の場合は、１にかかわらず次のとおりとする。 

  申 請 額   金        円（Ａ） 

 

  前回までの交付決定額   金        円（Ｂ） 

 

  差引今回変更増△減額   金        円（Ａ）－（Ｂ） 

様式２ 

 

文 書 番 号 

（元号） 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣  殿 

 

 

                      ○○健康保険組合理事長 ○○ ○○  

全国健康保険協会理事長 ○○ ○○  

国民健康保険中央会理事長 ○○ ○○  

○○県保険者協議会会長 ○○ ○○  

日本健康会議代表 ○○ ○○  

 

 

令和５年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金の（変更）交付申請について 

 

 

 標記について、下記により補助金を交付されたく関係書類を添えて申請する。 

 

記 

 

１ 補助金申請額  金○○○○円 

２ 令和５年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金所要額調書 

（１．保険者による糖尿病性腎症患者等の重症化予防事業の場合は、様式２別紙１

及び様式２別紙１(内訳)、 

２．保険者協議会中央連絡会開催事業及び日本健康会議開催等事業の場合は、様

式２別紙２、様式２別紙２(概要)及び様式２別紙２(内訳)、 

３．保険者協議会の運営等に係る事業の場合は、様式２別紙３、様式２別紙３(概

要)及び様式２別紙３ (内訳)、をそれぞれ添付） 

３ 令和５年度収入支出予算（見込）書抄本 

４ その他、事業の内容に係る詳細な資料 

５ 変更申請の場合は、１にかかわらず次のとおりとする。 

  申 請 額   金        円（Ａ） 

 

  前回までの交付決定額   金        円（Ｂ） 

 

  差引今回変更増△減額   金        円（Ａ）－（Ｂ） 
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様式２別紙１ 

 

様式２別紙１ 

 
組

合
コ

ー
ド

（
単

位
：

円
）

基
準
額

対
象

経
費

支
出

予
定

額
寄

附
金

そ
の

他
の

収
入

額
（

見
込

）
差
引
額

国
庫

補
助

金
基

本
額

国
庫

補
助

金
所

要
額

国
庫

補
助

金
既

交
付

決
定

額
差

引
追

加
交

付
（

一
部

取
消

）
申

請
額

Ｂ
－

Ｃ
の

額
Ａ

と
Ｄ

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
Ｅ

に
１

／
３

を
乗

じ
た

額
の

千
円

未
満

を
切

り
捨

て
た

額
Ｆ

－
Ｇ

の
額

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

３
　

E
欄

に
つ

い
て

は
、

A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

４
　

F
欄

に
つ

い
て

は
、

E
欄

の
額

に
補

助
率

（
１

／
３

）
を

乗
じ

た
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

５
　

G
欄

及
び

H
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
７

に
よ

る
変

更
申

請
手

続
の

他
は

斜
線

を
引

く
こ

と
。

６
　

H
欄

に
つ

い
て

は
、

F
－

G
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
　

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

事
　
業
　
区
　
分

保
険

者
に

よ
る

糖
尿

病
性

腎
症

患
者

等
の

重
症

化
予

防
事

業
 

１
　

組
合

コ
ー

ド
に

つ
い

て
は

、
補

助
事

業
者

が
健

康
保

険
組

合
の

場
合

の
み

記
載

す
る

こ
と

。

様
式

２
別

紙
１

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
所

要
額

調
書

（
保

険
者

に
よ

る
糖

尿
病

性
腎

症
患

者
等

の
重

症
化

予
防

事
業

）

補
助

事
業

者
名

組
合

コ
ー

ド

（
単

位
：

円
）

基
準
額

対
象

経
費

支
出

予
定

額
寄
附
金
そ
の
他
の

収
入
額
（
見
込
）

差
引
額

国
庫

補
助

金
基

本
額

国
庫

補
助

金
所

要
額

国
庫

補
助

金
既

交
付

決
定

額
差

引
追

加
交

付

（
一

部
取

消
）

申
請

額

Ｂ
－

Ｃ
の

額
Ａ

と
Ｄ

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額

Ｅ
に

１
／

３
を

乗
じ

た
額

の

千
円

未
満

を
切

り
捨

て
た

額
Ｆ

－
Ｇ

の
額

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

３
　

E
欄

に
つ

い
て

は
、

A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

様
式

２
別

紙
１

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
所

要
額

調
書

（
保

険
者

に
よ

る
糖

尿
病

性
腎

症
患

者
等

の
重

症
化

予
防

事
業

）

補
助

事
業

者
名

２
　

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

事
　
業
　
区
　
分

保
険

者
に

よ
る

糖
尿

病
性

腎
症

患
者

等
の

重
症

化
予

防
事

業

１
　

組
合

コ
ー

ド
に

つ
い

て
は

、
補

助
事

業
者

が
健

康
保

険
組

合
の

場
合

の
み

記
載

す
る

こ
と

。

４
　

F
欄

に
つ

い
て

は
、

E
欄

の
額

に
補

助
率

（
１

／
３

）
を

乗
じ

た
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

５
　

G
欄

及
び

H
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
７

に
よ

る
変

更
申

請
手

続
の

他
は

斜
線

を
引

く
こ

と
。

６
　

H
欄

に
つ

い
て

は
、

F
－

G
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。
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様式２別紙１（内訳） 

 

様式２別紙１（内訳） 

 

様
式
２
別
紙
１
（
内
訳
）

基
準
単
価
（
円
）

所
要
額
（
円
）

基
準
単
価
（
円
）

所
要
額
（
円
）

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
72,000

人
72,000

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
69,000

人
69,000

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
3,000

人
3,000

１
式

×
＝

人
人

１
式

×
＝

別
紙
１
　
Ａ
欄
へ

別
紙
１
　
Ｂ
欄
へ

（
保

険
者

に
よ

る
糖

尿
病

性
腎

症
患

者
等

の
重

症
化

予
防

事
業

）

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
経

費
別

内
訳

合
計
額

（
円
）

実
施
人
員
（
人
）

対
象
経
費
支
出
予
定
額

実
施
人
員
（
人
）

糖
尿
病
性
腎
症

生
活
習
慣
病

内
訳
（
円
）

５
年

度
保

健
指

導
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

み
を

実
施

す
る

も
の

６
年

度
中

に
保

健
指

導
の

み
を

実
施

す
る

も
の

６
年

度
中

に
保

健
指

導
か

ら
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

ま
で

実
施

す
る

も
の

６
年

度
中

に
保

健
指

導
か

ら
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

ま
で

実
施

す
る

も
の

需
用
費

６
年

度
中

に
保

健
指

導
の

み
を

実
施

す
る

も
の

（
消
耗
品
費
、
燃
料
費
、
印
刷
製
本
費
、
光
熱
水
費
、

修
繕
料
）

役
務
費

基
準
額

（
別
紙
１

　
Ａ
欄
の
内
訳
）

（
別
紙
１
　
Ｂ
欄
の
内
訳
）

合
計
額
（
円
）

負
担
金

（
通
信
運
搬
費
、
手
数
料
、
保
険
料
）

５
年

度
保

健
指

導
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

み
を

実
施

す
る

も
の

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

備
品
購
入
費

報
酬
、
共
済
費
、
賃
金
、
報
償
費

旅
費

様
式

２
別

紙
１

（
内

訳
）

基
準
単
価
（
円
）

所
要
額
（
円
）

基
準
単
価
（
円
）

所
要
額
（
円
）

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
72,000

人
72,000

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
69,000

人
69,000

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
3,000

人
3,000

１
式

×
＝

人
人

１
式

×
＝

別
紙

１
　

Ａ
欄

へ
別

紙
１

　
Ｂ

欄
へ

（
保

険
者

に
よ

る
糖

尿
病

性
腎

症
患

者
等

の
重

症
化

予
防

事
業

）

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
経

費
別

内
訳

合
計
額

（
円
）

実
施
人
員
（
人
）

対
象
経
費
支
出
予
定
額

実
施
人
員
（
人
）

糖
尿
病
性
腎
症

生
活
習
慣
病

内
訳
（
円
）

４
年

度
保

健
指

導
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

み
を

実
施

す
る

も
の

５
年

度
中

に
保

健
指

導
の

み
を

実
施

す
る

も
の

５
年

度
中

に
保

健
指

導
か

ら
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

ま
で

実
施

す
る

も
の

５
年

度
中

に
保

健
指

導
か

ら
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

ま
で

実
施

す
る

も
の

需
用
費

５
年

度
中

に
保

健
指

導
の

み
を

実
施

す
る

も
の

（
消
耗
品
費
、
燃
料
費
、
印
刷
製
本
費
、
光
熱
水
費
、
修
繕
料
）

役
務
費

基
準
額

（
別
紙
１
　
Ａ
欄
の
内
訳
）

（
別
紙
１
　
Ｂ
欄
の
内
訳
）

合
計
額
（
円
）

負
担
金

（
通
信
運
搬
費
、
手
数
料
、
保
険
料
）

４
年

度
保

健
指

導
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

み
を

実
施

す
る

も
の

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

備
品
購
入
費

報
酬
、
共
済
費
、
賃
金
、
報
償
費

旅
費
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様式２別紙２ 

 

様式２別紙２ 

 
（

単
位

：
円

）

１２３４５
G
欄

及
び

Ｈ
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
７

に
よ

る
変

更
申

請
手

続
の

ほ
か

は
斜

線
を

引
く

こ
と

。

６
H
欄

に
つ

い
て

は
、

F
－

G
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

・
保

険
者

協
議

会
中

央
連

絡
会

開
催

事
業

・
日

本
健

康
会

議
開

催
等

事
業

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

Ｆ

F
欄

に
つ

い
て

は
、

E
欄

の
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

E
欄

に
つ

い
て

は
、

事
業

区
分

が
｢
保

険
者

協
議

会
中

央
連

絡
会

開
催

事
業

｣
の

場
合

は
、

A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

補
助

率
(
1
/
2
)
を

乗
じ

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

事
業

区
分

が
「

日
本

健
康

会
議

開
催

等
事

業
」

の
場

合
は

、
A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

Ｆ
－

Ｇ
の

額

Ｇ
Ｈ

○
○

○
事

業

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ

様
式

２
別

紙
２

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
所

要
額

調
書

（
○

○
○

事
業

）
補

助
事

業
者

名

事
　

業
　
区
　
分

基
準
額

対
象

経
費

支
出

予
定

額
寄

附
金

そ
の

他
の

収
入

額
（

見
込

）
差
引
額

国
庫

補
助

金
基

本
額

国
庫

補
助

金
所

要
額

国
庫

補
助

金
既

交
付

決
定

額
差

引
追

加
交

付
（

一
部

取
消

）
申

請
額

Ｂ
－

Ｃ
の

額
下

記
３

を
参

照
Ｅ

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

（
単

位
：

円
）

１２３４５
G
欄

及
び

H
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
７

に
よ

る
変

更
申

請
手

続
の

ほ
か

は
斜

線
を

引
く

こ
と

。

６
H
欄

に
つ

い
て

は
、

F
－

G
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

・
保

険
者

協
議

会
中

央
連

絡
会

開
催

事
業

・
日

本
健

康
会

議
開

催
等

事
業

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

Ｆ

F
欄

に
つ

い
て

は
、

E
欄

の
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

E
欄

に
つ

い
て

は
、

事
業

区
分

が
｢
保

険
者

協
議

会
中

央
連

絡
会

開
催

事
業

｣
の

場
合

は
、

A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

補
助

率
(
1
/
2
)
を

乗
じ

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

事
業

区
分

が
「

日
本

健
康

会
議

開
催

等
事

業
」

の
場

合
は

、
A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

Ｆ
－
Ｇ
の
額

Ｇ
Ｈ

○
○

○
事

業

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ

様
式

２
別

紙
２

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
所

要
額

調
書

（
○

○
○

事
業

）
補

助
事

業
者

名

事
　
業
　
区
　
分

基
準
額

対
象

経
費

支
出

予
定

額
寄
附
金
そ
の
他
の

収
入
額
（
見
込
）

差
引
額

国
庫

補
助

金
基

本
額

国
庫

補
助

金
所

要
額

国
庫

補
助

金
既

交
付

決
定

額
差

引
追

加
交

付
（

一
部

取
消

）
申

請
額

Ｂ
－
Ｃ
の
額

下
記
３
を
参
照

Ｅ
の
千
円
未
満
を

切
り
捨
て
た
額
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様式２別紙２（概要） 

 

様式２別紙２（概要） 

  

※
　

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
・

保
険

者
協

議
会

中
央

連
絡

会
開

催
事

業

　
・

日
本

健
康

会
議

開
催

等
事

業

○
○
○
事
業

様
式
２
別
紙
２
（
概
要
）

１
．

事
業

計
画

書
備
考

事
業
概
要

実
施
（
予
定
）
年
月

事
業
区
分

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

 
事

業
概

要
（

○
○

○
事

業
）

※
　

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
・

保
険

者
協

議
会

中
央

連
絡

会
開

催
事

業

　
・

日
本

健
康

会
議

開
催

等
事

業

○
○

○
事

業

様
式

２
別

紙
２

（
概

要
）

１
．
事
業
計
画
書

備
考

事
業

概
要

実
施

（
予

定
）

年
月

事
業

区
分

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

 
事

業
概

要
（

○
○

○
事

業
）
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様式２別紙２（内訳） 

 

様式２別紙２（内訳） 

  

１
　

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

３
　

積
算

内
訳

の
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
対

象
経

費
科

目
に

準
じ

て
記

載
す

る
こ

と
。

４
　

対
象

経
費

支
出

予
定

額
の

欄
に

つ
い

て
は

、
積

算
内

訳
の

合
計

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

５
　

対
象

経
費

支
出

予
定

額
の

欄
の

額
に

つ
い

て
は

、
様

式
２

別
紙

２
の

Ｂ
欄

へ
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

・
日

本
健

康
会

議
開

催
等

事
業

２
　

額
の

記
載

に
あ

た
っ

て
は

、
円

単
位

で
記

載
す

る
こ

と
。

様
式

２
別

紙
２

（
内

訳
）

　
　

・
保

険
者

協
議

会
中

央
連

絡
会

開
催

事
業

○
○

○
事

業

事
業

区
分

積
算

内
訳

対
象
経
費

支
出
予
定
額

２
．

事
業

計
画

書
（

積
算

内
訳

）

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

 
所

要
額

調
書

（
○

○
○

事
業

）

１
　

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

３
　

積
算

内
訳

の
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
対

象
経

費
科

目
に

準
じ

て
記

載
す

る
こ

と
。

４
　

対
象

経
費

支
出

予
定

額
の

欄
に

つ
い

て
は

、
積

算
内

訳
の

合
計

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

５
　

対
象

経
費

支
出

予
定

額
の

欄
の

額
に

つ
い

て
は

、
様

式
２

別
紙

２
の

Ｂ
欄

へ
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

・
日

本
健

康
会

議
開

催
等

事
業

２
　

額
の

記
載

に
あ

た
っ

て
は

、
円

単
位

で
記

載
す

る
こ

と
。

様
式
２
別
紙
２
（
内
訳
）

　
　

・
保

険
者

協
議

会
中

央
連

絡
会

開
催

事
業

○
○
○
事
業

事
業
区
分

積
算
内
訳

対
象

経
費

支
出

予
定

額

２
．
事
業
計
画
書
（
積
算
内
訳
） 令

和
５

年
度

高
齢

者
医

療
制

度
円

滑
運

営
事

業
費

補
助

金
 
所

要
額

調
書

（
○

○
○

事
業

）
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様式２別紙３ 

 

様式２別紙３ 

  
（

単
位

：
円

）

１
　

B
欄

に
つ

い
て

は
、

様
式

２
別

紙
３

（
内

訳
）

の
合

計
の

欄
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
　

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

３
　

F
－

I
欄

に
つ

い
て

は
、

イ
以

外
の

事
業

と
イ

の
事

業
を

合
計

し
た

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

４
　

F
欄

に
つ

い
て

は
、

A
欄

の
合

計
額

と
D
欄

の
額

に
補

助
率

を
乗

じ
た

額
の

合
計

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

５
　

G
欄

に
つ

い
て

は
、

F
欄

の
合

計
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

６
　

H
欄

及
び

I
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
７

に
よ

る
変

更
申

請
手

続
の

ほ
か

は
斜

線
を

引
く

こ
と

。

７
　

I
欄

に
つ

い
て

は
、

G
－

H
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

1/2

2/3

イ
以

外
の

事
業

イ
の

事
業

G
－
H
の
額

A
B

C
D

E
F

G
H

I

F
の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

B
－
C
の
額

 A
の
合
計
額
と

(D
×
E
)
の
合

計
額

を
比
較
し
て
少
な
い
方

の
額

様
式

２
別

紙
３

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

 
所

要
額

調
書

（
保

険
者

協
議

会
の

運
営

等
に

係
る

事
業

）

補
助

事
業

者
名

対
象

事
業

基
準

額
対

象
経

費
支

出
予

定
額

寄
附
金
そ
の
他

の
収
入

額
(
見
込

)
差

引
額

補
助

率
国

庫
補

助
金

基
本

額
国

庫
補

助
金

所
要

額
合

計
国

庫
補

助
金

既
交

付
決

定
額

国
庫

補
助

金

差
引

追
加

交
付

（
一

部
取

消
）

申
請

額

（
単

位
：

円
）

１
　

B
欄

に
つ

い
て

は
、

様
式

２
別

紙
３

（
内

訳
）

の
合

計
の

欄
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
　

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

３
　

F
欄

に
つ

い
て

は
、

A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

に
補

助
率

を
乗

じ
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

４
　

G
欄

に
つ

い
て

は
、

F
欄

の
合

計
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

５
　

H
欄

及
び

I
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
７

に
よ

る
変

更
申

請
手

続
の

ほ
か

は
斜

線
を

引
く

こ
と

。

６
　

I
欄

に
つ

い
て

は
、

G
-
H
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

Ｈ
Ｉ

1/2

G
-
Hの

額

A
B

C
D

E
F

G

 
A
と
(
D
×
E
)
を
比

較
し

て
少

な
い
方
の
額

Ｆ
の
千
円
未
満
を
切
り
捨
て

た
額

B
-
Cの

額

様
式

２
別

紙
３

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

 
所

要
額

調
書

（
保

険
者

協
議

会
の

運
営

等
に

係
る

事
業

）

補
助

事
業

者
名

基
準

額
対

象
経

費
支

出
予

定
額

寄
附
金
そ
の
他

の
収
入

額
(
見
込

)
差

引
額

補
助

率
国

庫
補

助
金

基
本

額
国

庫
補

助
金

所
要

額
合

計
国

庫
補

助
金

既
交

付
決

定
額

国
庫

補
助

金

差
引

追
加

交
付

（
一

部
取

消
）

申
請

額
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様式２別紙３（概要） 

 

様式２別紙３（概要） 

  

１
．
事
業
計
画
書

※
１

　
保

険
者

協
議

会
の

運
営

に
つ

い
て

は
、

備
考

欄
に

事
業

開
始

年
度

を
記

入
す

る
こ

と
。

※
２

　
医

師
、

保
健

師
及

び
管

理
栄

養
士

に
対

す
る

特
定

保
健

指
導

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

研
修

実
施

事
業

に
つ

い
て

は
、

研
修

内
容

の
わ

か
る

資
料

（
実

施
要

綱
等

）
を

添
付

す
る

こ
と

。

エ
．

特
定

健
診

等
の

円
滑

な
実

施
の

た
め

の
事

業

事
業
区
分

事
業
概
要

ア
．

保
険

者
協

議
会

の
運

営
事

業

イ
．

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

推
進

等
事

業

様
式

２
別

紙
３

（
概

要
）

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

 
事

業
概

要
（

保
険

者
協

議
会

の
運

営
等

に
係

る
事

業
）

備
考

実
施
（
予
定
）
年
月

カ
．

特
定

保
健

指
導

実
施

機
関

評
価

事
業

ク
．

保
険

者
と

か
か

り
つ

け
医

等
の

協
働

に
よ

る
加

入
者

の
予

防
健

康
づ

く
り

事
業

ウ
．

特
定

健
診

等
に

係
る

受
診

率
向

上
の

た
め

の
普

及
啓

発
事

業

オ
．

特
定

保
健

指
導

プ
ロ

グ
ラ

ム
研

修
等

事
業

キ
．

特
定

健
診

と
各

種
検

診
の

同
時

実
施

促
進

事
業

１
．
事
業
計
画
書

※
１
　
保
険
者
協
議
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
備
考
欄
に
事
業
開
始
年
度
を
記
入
す
る
こ
と
。

※
２
　
医
師
、
保
健
師
及
び
管
理
栄
養
士
に
対
す
る
特
定
保
健
指
導
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
修
実
施
事
業
に
つ
い
て
は
、
研
修
内
容
の
わ
か
る
資
料
（
実
施
要
綱
等
）
を
添
付
す
る
こ
と
。

エ
．

特
定

健
診

等
の

円
滑

な
実

施
の

た
め

の
事

業 事
業
区
分

事
業
概
要

ア
．

保
険

者
協

議
会

の
運

営
事

業

イ
．

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

推
進

等
事

業

様
式

２
別

紙
３

（
概

要
）

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

 
事

業
概

要
（

保
険

者
協

議
会

の
運

営
等

に
係

る
事

業
）

備
考

実
施
（
予
定
）
年
月

カ
．

特
定

保
健

指
導

実
施

機
関

評
価

事
業

キ
．

特
定

健
診

と
各

種
検

診
の

同
時

実
施

促
進

事
業

ウ
．

特
定

健
診

等
に

係
る

受
診

率
向

上
の

た
め

の
普

及
啓

発
事

業

オ
．

特
定

保
健

指
導

プ
ロ

グ
ラ

ム
研

修
等

事
業
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様式２別紙３（内訳） 

 

様式２別紙３（内訳） 

  
①

保
険

者
協

議
会

の
開

催

②
医

療
費

適
正

化
計

画
へ

の
意

見
提

出
に

係
る

保
険

者
協

議
会

の
開

催

③
医

療
計

画
へ

の
意

見
提

出
に

係
る

保
険

者
協

議
会

の
開

催

④
専

門
部

会
等

の
開

催

①
か

か
り

つ
け

医
や

地
域

社
会

と
の

連
携

役
の

情
報

連
携

や
そ

の
活

用
等

の
実

施
 

②
か

か
り

つ
け

医
と

地
域

社
会

と
の

連
携

役
と

な
る

人
材

育
成

事
業

③
連

携
役

の
実

績
等

の
取

組
に

対
す

る
評

価
・

分
析

事
業

カ
．

特
定

保
健

指
導

実
施

機
関

評
価

事
業

キ
．

特
定

健
診

と
各

種
検

診
の

同
時

実
施

促
進

事
業

ク
．

保
険

者
と

か
か

り
つ

け
医

等
の

協
働

に
よ

る
加

入
者

の
予

防
健

康
づ

く
り

事
業

様
式

２
別

紙
３

（
内

訳
）

イ
．

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

推
進

等
事

業

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

 
積

算
内

訳
（

保
険

者
協

議
会

の
運

営
等

に
係

る
事

業
）

事
業
区
分

積
算
内
訳

対
象
経
費

支
出
予
定
額

ア
．

保
険

者
協

議
会

の
運

営
事

業

１
　

額
の

記
載

に
あ

た
っ

て
は

、
円

単
位

で
記

載
し

、
合

計
欄

も
円

単
位

で
記

載
す

る
こ

と
。

２
　

積
算

内
訳

の
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
対

象
経

費
科

目
に

準
じ

て
記

載
す

る
こ

と
。

３
　

対
象

経
費

支
出

予
定

額
の

欄
の

合
計

額
に

つ
い

て
は

、
様

式
２

別
紙

３
の

Ｂ
欄

へ
記

載
す

る
こ

と
。

２
．
事
業
計
画
書

（
積
算
内
訳
）

ウ
．

特
定

健
診

等
に

係
る

受
診

率
向

上
の

た
め

の
普

及
啓

発
事

業

エ
．

特
定

健
診

等
の

円
滑

な
実

施
の

た
め

の
事

業

合
　

　
計

オ
．

特
定

保
健

指
導

プ
ロ

グ
ラ

ム
研

修
等

事
業

（
単

位
：

円
）

①
保

険
者

協
議

会
の

開
催

②
医

療
費

適
正

化
計

画
へ

の
意

見
提

出
に

係
る

保
険

者
協

議
会

の
開

催

③
医

療
計

画
へ

の
意

見
提

出
に

係
る

保
険

者
協

議
会

の
開

催

④
専

門
部

会
等

の
開

催

ア
．

保
険

者
協

議
会

の
運

営
事

業

（
単

位
：

円
）

様
式

２
別

紙
３

（
内

訳
）

イ
．

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

推
進

等
事

業

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

 
積

算
内

訳
（

保
険

者
協

議
会

の
運

営
等

に
係

る
事

業
）

事
業
区
分

積
算
内
訳

対
象
経
費

支
出
予
定
額

１
　

額
の

記
載

に
あ

た
っ

て
は

、
円

単
位

で
記

載
し

、
合

計
欄

も
円

単
位

で
記

載
す

る
こ

と
。

２
　

積
算

内
訳

の
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
対

象
経

費
科

目
に

準
じ

て
記

載
す

る
こ

と
。

３
　

対
象

経
費

支
出

予
定

額
の

欄
の

合
計

額
に

つ
い

て
は

、
様

式
２

別
紙

３
の

Ｂ
欄

へ
記

載
す

る
こ

と
。

２
．
事
業
計
画
書
（
積
算
内
訳
）

ウ
．

特
定

健
診

等
に

係
る

受
診

率
向

上
の

た
め

の
普

及
啓

発
事

業

エ
．

特
定

健
診

等
の

円
滑

な
実

施
の

た
め

の
事

業

合
　

　
計

オ
．

特
定

保
健

指
導

プ
ロ

グ
ラ

ム
研

修
等

事
業

カ
．

特
定

保
健

指
導

実
施

機
関

評
価

事
業

キ
．

特
定

健
診

と
各

種
検

診
の

同
時

実
施

促
進

事
業
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様式３ 

 

様式３ 

  

様式３ 

 

文 書 番 号 

 

令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付決定通知書 

 

都道府県保険者協議会 

 

 （元号） 年 月 日  第  号で申請のあった令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業

費補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179

号。以下「法」という。）{
第６条第１項の規定により      

第６条第３項の規定により、修正のうえ}（元号） 年 月 日厚生労働省発保    

第 号をもって下記のとおり交付することに決定されたので、同法第８条の規定により通知す

る。 

 

 （元号）  年  月  日  

                    都道府県知事 ○○ ○○  

 

記 

 

１ 補助金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、（元号） 年 月 日厚生労

働省発保    第 号厚生労働事務次官通知の別紙「令和６年度高齢者医療制度円滑運営

事業費補助金交付要綱」（以下「交付要綱」という。）の３に掲げる事業であり、その内容は 

{
（元号） 年 月 日第 号申請書記載のとおり

２のとおり                 }である。 

２ 事業に要する経費及び補助金の額は、次表のとおりである。ただし、事業の内容が変更さ

れた場合において、事業に要する経費又は補助金の額が変更されるときは、別に通知すると

ころによるものとする。 

 

事業区分 事業に要する経費 補助金の額 
保険者協議会の運営等に係る事業 金 ○○○○ 円 金 ○○○○ 円 

 

３ 補助金の額の確定は、交付要綱の４に定める交付額の算定方法により行うものである。 

４ この補助金は、交付要綱の５に掲げる事項を条件として交付するものである。 

５ 事業に係る事業実績報告は、交付要綱の 11 に定めるところにより行わなければならない。 

６ この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における法第９条第１項の規定による申

請の取下げをすることができる期限は、（元号） 年 月 日とする。 

様式３ 

 

文 書 番 号 

 

令和５年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付決定通知書 

 

都道府県保険者協議会 

 

 （元号） 年 月 日  第  号で申請のあった令和５年度高齢者医療制度円滑運営事業

費補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179

号。以下「法」という。）{
第６条第１項の規定により      

第６条第３項の規定により、修正のうえ}（元号） 年 月 日厚生労働省発保    

第 号をもって下記のとおり交付することに決定されたので、同法第８条の規定により通知す

る。 

 

 （元号）  年  月  日  

                    都道府県知事 ○○ ○○  

 

記 

 

１ 補助金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、（元号） 年 月 日厚生労

働省発保    第 号厚生労働事務次官通知の別紙「令和５年度高齢者医療制度円滑運営

事業費補助金交付要綱」（以下「交付要綱」という。）の３に掲げる事業であり、その内容は 

{
（元号） 年 月 日第 号申請書記載のとおり

２のとおり                 }である。 

２ 事業に要する経費及び補助金の額は、次表のとおりである。ただし、事業の内容が変更さ

れた場合において、事業に要する経費又は補助金の額が変更されるときは、別に通知すると

ころによるものとする。 

 

事業区分 事業に要する経費 補助金の額 
保険者協議会の運営等に係る事業 金 ○○○○ 円 金 ○○○○ 円 

 

３ 補助金の額の確定は、交付要綱の４に定める交付額の算定方法により行うものである。 

４ この補助金は、交付要綱の５に掲げる事項を条件として交付するものである。 

５ 事業に係る事業実績報告は、交付要綱の 11 に定めるところにより行わなければならない。 

６ この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における法第９条第１項の規定による申

請の取下げをすることができる期限は、（元号） 年 月 日とする。 
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様式４ 

 

様式４ 

 

様式４ 

 

文 書 番 号 

（元号） 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣  殿 

 

 

都道府県知事 ○○ ○○  

              

 

 

令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 

に係る事業実績報告について 

 

 

 （元号） 年 月 日厚生労働省発保   第   号で交付決定を受けた

標記については、下記のとおり報告があり、その内容を審査した結果、適正と

認められるので、関係書類を添えて報告する。 

 

 

様式４ 

 

文 書 番 号 

（元号） 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣  殿 

 

 

都道府県知事 ○○ ○○  

              

 

 

令和５年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 

に係る事業実績報告について 

 

 

 （元号） 年 月 日厚生労働省発保   第   号で交付決定を受けた

標記については、下記のとおり報告があり、その内容を審査した結果、適正と

認められるので、関係書類を添えて報告する。 
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様式５ 

  

様式５ 

 

様式５ 

 

文 書 番 号 

（元号） 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣  殿 

 

 

                    ○○健康保険組合理事長 ○○ ○○  

全国健康保険協会理事長 ○○ ○○   

国民健康保険中央会理事長 ○○ ○○  

                 ○○県保険者協議会会長 ○○ ○○  

日本健康会議代表 ○○ ○○  

 

令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 

に係る事業実績報告について 

 

 

 （元号） 年 月 日厚生労働省発保   第   号で交付決定を受けた標記

について、下記の関係書類を添えて報告する。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金精算額 金○○○○円 

２ 令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金精算額調書 

（１．保険者による糖尿病性腎症患者等の重症化予防事業の場合は、様式５別紙１

及び様式５別紙１(内訳)、 

２．保険者協議会中央連絡会開催事業及び日本健康会議開催等事業の場合は、様

式５別紙２、様式５別紙２(概要)及び様式５別紙２(内訳)、 

３．保険者協議会の運営等に係る事業の場合は、様式５別紙３、様式５別紙３(概

要)及び様式５別紙３(内訳)、をそれぞれ添付） 

３ 令和６年度収入支出決算（見込）書抄本 

４ その他、事業の内容に係る詳細な資料 

様式５ 

 

文 書 番 号 

（元号） 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣  殿 

 

 

                    ○○健康保険組合理事長 ○○ ○○  

全国健康保険協会理事長 ○○ ○○   

国民健康保険中央会理事長 ○○ ○○  

                 ○○県保険者協議会会長 ○○ ○○  

日本健康会議代表 ○○ ○○  

 

令和５年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 

に係る事業実績報告について 

 

 

 （元号） 年 月 日厚生労働省発保   第   号で交付決定を受けた標記

について、下記の関係書類を添えて報告する。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金精算額 金○○○○円 

２ 令和５年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金精算額調書 

（１．保険者による糖尿病性腎症患者等の重症化予防事業の場合は、様式５別紙１

及び様式５別紙１(内訳)、 

２．保険者協議会中央連絡会開催事業及び日本健康会議開催等事業の場合は、様

式５別紙２、様式５別紙２(概要)及び様式５別紙２(内訳)、 

３．保険者協議会の運営等に係る事業の場合は、様式５別紙３、様式５別紙３(概

要)及び様式５別紙３(内訳)、をそれぞれ添付） 

３ 令和５年度収入支出決算（見込）書抄本 

４ その他、事業の内容に係る詳細な資料 
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様式５別紙１ 

 

様式５別紙１ 

 
組

合
コ

ー
ド

Ｂ
－

Ｃ
Ａ
と
Ｄ
を
比
較
し
て

少
な
い
方
の
額

Ｅ
に
１
／
３
を
乗
じ
た
額

の
千
円
未
満
を

切
り
捨
て
た
額

Fと
Gの

少
な
い

方
の
額

Ｈ
－

I

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

I
 

Ｊ

３
　

E
欄

に
つ

い
て

は
、

A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

５
　

H
欄

に
つ

い
て

は
、

実
際

に
交

付
を

受
け

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

様
式
５
別
紙
１

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
精

算
額

調
書

（
保

険
者

に
よ

る
糖

尿
病

性
腎

症
患

者
等

の
重

症
化

予
防

事
業

）

国
庫

補
助

金
所

要
額

事
　

業
　

区
　

分

対
象

経
費

支
出

額

保
険

者
に

よ
る

糖
尿

病
性

腎
症

患
者

等
の

重
症

化
予

防
事

業

差
引

過
（

△
）

不
足

額

（
単
位
：
円
）

基
準

額

６
　

I
欄

に
つ

い
て

は
、

F
欄

と
G
欄

の
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

１
　

組
合

コ
ー

ド
に

つ
い

て
は

、
補

助
事

業
者

が
健

康
保

険
組

合
の

場
合

の
み

記
載

す
る

こ
と

。

国
庫

補
助

金
基

本
額

寄
附

金
そ

の
他

の
収

入
額

４
　

F
欄

に
つ

い
て

は
、

E
欄

の
額

に
補

助
率

（
１

／
３

）
を

乗
じ

た
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

国
庫

補
助

金
精

算
額

２
　

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

差
引

額

７
　

J
欄

に
つ

い
て

は
、

H
－

I
 
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

補
助

事
業

者
名

国
庫

補
助

金
受

入
済

額
国

庫
補

助
金

交
付

決
定

額

組
合

コ
ー

ド

Ｂ
－

Ｃ
Ａ

と
Ｄ

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額

Ｅ
に

１
／

３
を

乗
じ

た
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

F
と

G
の

少
な

い
方

の
額

Ｈ
－

I

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

I
 

Ｊ

３
　

E
欄

に
つ

い
て

は
、

A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

５
　

H
欄

に
つ

い
て

は
、

実
際

に
交

付
を

受
け

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

様
式

５
別
紙
１

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
精

算
額

調
書

（
保

険
者

に
よ

る
糖

尿
病

性
腎

症
患

者
等

の
重

症
化

予
防

事
業

）

国
庫

補
助

金
所

要
額

事
　

業
　

区
　

分

対
象

経
費

支
出

額

保
険

者
に

よ
る

糖
尿

病
性

腎
症

患
者

等
の

重
症

化
予

防
事

業

差
引

過
（

△
）

不
足

額

（
単
位
：

円
）

基
準

額

６
　

I
欄

に
つ

い
て

は
、

F
欄

と
G
欄

の
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

１
　

組
合

コ
ー

ド
に

つ
い

て
は

、
補

助
事

業
者

が
健

康
保

険
組

合
の

場
合

の
み

記
載

す
る

こ
と

。

国
庫

補
助

金
基

本
額

寄
附

金
そ

の
他

の
収

入
額

４
　

F
欄

に
つ

い
て

は
、

E
欄

の
額

に
補

助
率

（
１

／
３

）
を

乗
じ

た
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

国
庫

補
助

金
精

算
額

２
　

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

差
引

額

７
　

J
欄

に
つ

い
て

は
、

H
－

I
 
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

補
助

事
業

者
名

国
庫

補
助

金
受

入
済

額
国

庫
補

助
金

交
付

決
定

額
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別紙５別紙１（内訳） 

 

別紙５別紙１（内訳） 

 

様
式

５
別

紙
１

（
内

訳
）

基
準
単
価
（
円
）

所
要
額
（
円
）

基
準
単
価
（
円
）

所
要
額
（
円
）

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
72,000

人
72,000

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
69,000

人
69,000

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
3,000

人
3,000

１
式

×
＝

人
人

１
式

×
＝

別
紙

１
　

Ａ
欄

へ
別

紙
１

　
Ｂ

欄
へ

（
別
紙
１
　
Ａ
欄
の
内
訳
）

（
別
紙
１
　
Ｂ
欄
の
内
訳

）

合
計
額
（
円
）

内
訳
（
円
）

合
計
額
（
円
）

実
施
人
員

（
人
）

６
年

度
中

に
保

健
指

導
か

ら
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

ま
で

実
施

し
た

も
の

６
年

度
中

に
保

健
指

導
の

み
を

実
施

し
た

も
の

５
年

度
保

健
指

導
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

み
を

実
施

し
た

も
の

負
担
金

役
務
費

（
通

信
運

搬
費

、
手

数
料

、
保

険
料

）

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
経

費
別

内
訳

（
保

険
者

に
よ

る
糖

尿
病

性
腎

症
患

者
等

の
重

症
化

予
防

事
業

）

備
品
購
入
費

基
準
額

糖
尿
病
性
腎
症

生
活
習
慣
病

対
象
経
費
支
出
額

５
年

度
保

健
指

導
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

み
を

実
施

し
た

も
の

６
年

度
中

に
保

健
指

導
の

み
を

実
施

し
た

も
の

６
年

度
中

に
保

健
指

導
か

ら
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

ま
で

実
施

し
た

も
の

実
施
人
員
（
人
）

報
酬
、
共
済
費
、
賃
金
、
報
償
費

旅
費

需
用
費

（
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

、
修

繕
料

）

様
式

５
別

紙
１

（
内

訳
）

基
準
単
価
（
円
）

所
要
額
（
円
）

基
準
単
価
（
円
）

所
要
額
（
円
）

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
72,000

人
72,000

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
69,000

人
69,000

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
3,000

人
3,000

１
式

×
＝

人
人

１
式

×
＝

別
紙

１
　

Ａ
欄

へ
別

紙
１

　
Ｂ

欄
へ

（
別
紙
１
　
Ａ
欄
の
内
訳
）

（
別
紙
１
　
Ｂ
欄
の
内
訳
）

合
計
額
（
円
）

内
訳
（
円
）

合
計
額
（
円
）

実
施
人
員
（
人
）

５
年

度
中

に
保

健
指

導
か

ら
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

ま
で

実
施

し
た

も
の

５
年

度
中

に
保

健
指

導
の

み
を

実
施

し
た

も
の

４
年

度
保

健
指

導
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

み
を

実
施

し
た

も
の

負
担
金

役
務
費

（
通
信
運
搬
費
、
手
数
料
、
保
険
料
）

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
経

費
別

内
訳

（
保

険
者

に
よ

る
糖

尿
病

性
腎

症
患

者
等

の
重

症
化

予
防

事
業

）

備
品
購
入
費

基
準
額

糖
尿
病
性
腎
症

生
活
習
慣
病

対
象
経
費
支
出
額

４
年

度
保

健
指

導
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

み
を

実
施

し
た

も
の

５
年

度
中

に
保

健
指

導
の

み
を

実
施

し
た

も
の

５
年

度
中

に
保

健
指

導
か

ら
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

ま
で

実
施

し
た

も
の

実
施
人
員
（
人
）

報
酬
、
共
済
費
、
賃
金
、
報
償
費

旅
費

需
用
費

（
消
耗
品
費
、
燃
料
費
、
印
刷
製
本
費
、
光
熱
水
費
、
修
繕
料
）
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様式５別紙２ 

 

様式５別紙２ 

 

１２３４５６７

Ｅ

様
式
５
別
紙
２

（
単
位
：
円
）

補
助
事
業
者
名

F
欄

に
つ

い
て

は
、

E
欄

の
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

H
欄

に
つ

い
て

は
、

実
際

に
交

付
を

受
け

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

I
欄

に
つ

い
て

は
、

F
欄

と
G
欄

の
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

 
精

算
額

調
書

（
○

○
○

事
業

）

事
　

業
　

区
　

分

基
準

額

Ａ

対
象

経
費

の
支

出
額

Ｂ

寄
附

金
そ

の
他

の
収

入
額

Ｃ

差
引

額

Ｄ

○
○

○
事

業

差
引

過
（

△
）

不
足

額

J

国
庫

補
助

金
基

本
額

Ｈ

国
庫

補
助

金
受

入
済

額
国

庫
補

助
金

精
算

額

I
 

国
庫

補
助

金
所

要
額

Ｆ

国
庫

補
助

金
交

付
決

定
額

Ｇ

J
欄

に
つ

い
て

は
、

H
－

I
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

E
欄

に
つ

い
て

は
、

事
業

区
分

が
｢
保

険
者

協
議

会
中

央
連

絡
会

開
催

事
業

｣
の

場
合

は
、

A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

補
助

率
(
1
/
2
)
を

乗
じ

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

事
業

区
分

が
「

日
本

健
康

会
議

開
催

等
事

業
」

の
場

合
は

、
A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
・

保
険

者
協

議
会

中
央

連
絡

会
開

催
事

業

　
・

日
本

健
康

会
議

開
催

等
事

業

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

Ｅ
の

千
円

未
満

を
切

り
捨

て
た

額
Ｂ

－
Ｃ

下
記

３
を

参
照

F
と

G
の

少
な

い
方

の
額

H
-
I

１２３４５６７

Ｅ

様
式

５
別

紙
２

（
単

位
：

円
）

補
助

事
業

者
名

F
欄

に
つ

い
て

は
、

E
欄

の
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

H
欄

に
つ

い
て

は
、

実
際

に
交

付
を

受
け

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

I
欄

に
つ

い
て

は
、

F
欄

と
G
欄

の
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

 
精

算
額

調
書

（
○

○
○

事
業

）

事
　
業
　
区

　
分

基
準

額

Ａ

対
象

経
費

の
支

出
額

Ｂ

寄
附

金
そ

の
他

の
収

入
額

Ｃ

差
引

額

Ｄ

○
○

○
事

業

差
引

過
（

△
）

不
足

額

J

国
庫

補
助

金
基

本
額

Ｈ

国
庫

補
助

金
受

入
済

額
国

庫
補

助
金

精
算

額

I
 

国
庫

補
助

金
所

要
額

Ｆ

国
庫

補
助

金
交

付
決

定
額

Ｇ

J
欄

に
つ

い
て

は
、

H
－

I
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

E
欄

に
つ

い
て

は
、

事
業

区
分

が
｢
保

険
者

協
議

会
中

央
連

絡
会

開
催

事
業

｣
の

場
合

は
、

A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

補
助

率
(
1
/
2
)
を

乗
じ

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

事
業

区
分

が
「

日
本

健
康

会
議

開
催

等
事

業
」

の
場

合
は

、
A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
・

保
険

者
協

議
会

中
央

連
絡

会
開

催
事

業

　
・

日
本

健
康

会
議

開
催

等
事

業

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

Ｅ
の

千
円

未
満

を
切

り
捨

て
た

額
Ｂ

－
Ｃ

下
記

３
を

参
照

F
と

G
の

少
な

い
方

の
額

H
-
I
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様式５別紙２（概要） 

 

様式５別紙２（概要） 

 

※
　

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
・

保
険

者
協

議
会

中
央

連
絡

会
開

催
事

業

　
・

日
本

健
康

会
議

開
催

等
事

業

○
○

○
事

業

様
式

５
別

紙
２

（
概

要
）

１
．
事
業
実
施
報
告
書

事
業
区
分

実
施
年
月

事
業
概
要

備
考

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
事

業
概

要
（

○
○

○
事

業
）

※
　

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
・

保
険

者
協

議
会

中
央

連
絡

会
開

催
事

業

　
・

日
本

健
康

会
議

開
催

等
事

業

○
○

○
事

業

様
式

５
別

紙
２

（
概

要
）

１
．
事
業
実
施
報
告
書

事
業
区
分

実
施
年
月

事
業
概
要

備
考

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
事

業
概

要
（

○
○

○
事

業
）
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様式５別紙２（内訳） 

 

様式５別紙２（内訳） 

  

２
　

額
の

記
載

に
あ

た
っ

て
は

、
円

単
位

で
記

載
す

る
こ

と
。

３
　

積
算

内
訳

の
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
対

象
経

費
科

目
に

準
じ

て
記

載
す

る
こ

と
。

４
　

対
象

経
費

支
出

額
の

欄
に

つ
い

て
は

、
積

算
内

訳
の

合
計

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

５
　

対
象

経
費

支
出

額
の

欄
の

額
に

つ
い

て
は

、
様

式
５

別
紙

２
の

Ｂ
欄

へ
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

・
日

本
健

康
会

議
開

催
等

事
業

　
　

・
保

険
者

協
議

会
中

央
連

絡
会

開
催

事
業

１
　

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

○
○
○

事
業

様
式

５
別
紙
２
(
内
訳
)

２
．
事
業
実
施
報
告
書

（
積
算
内
訳
）

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
精

算
額

調
書

（
○

○
○

事
業

）

事
業
区
分

積
算
内
訳

対
象
経
費

支
出
額

２
　

額
の

記
載

に
あ

た
っ

て
は

、
円

単
位

で
記

載
す

る
こ

と
。

３
　

積
算

内
訳

の
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
対

象
経

費
科

目
に

準
じ

て
記

載
す

る
こ

と
。

４
　

対
象

経
費

支
出

額
の

欄
に

つ
い

て
は

、
積

算
内

訳
の

合
計

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

５
　

対
象

経
費

支
出

額
の

欄
の

額
に

つ
い

て
は

、
様

式
５

別
紙

２
の

Ｂ
欄

へ
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

・
日

本
健

康
会

議
開

催
等

事
業

　
　

・
保

険
者

協
議

会
中

央
連

絡
会

開
催

事
業

１
　

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

○
○
○
事
業

様
式

５
別

紙
２

(
内

訳
)

２
．
事
業
実
施
報
告
書
（
積
算
内
訳
）

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
精

算
額

調
書

（
○

○
○

事
業

）

事
業

区
分

積
算
内
訳

対
象

経
費

支
出

額
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様式５別紙３ 

 

様式５別紙３ 

  

１
　

B
欄

に
つ

い
て

は
、

様
式

５
別

紙
３

（
内

訳
）

の
合

計
の

欄
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
　

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

３
　

F
－

I
欄

に
つ

い
て

は
、

イ
以

外
の

事
業

と
イ

の
事

業
を

合
計

し
た

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

４
　

F
欄

に
つ

い
て

は
、

A
欄

の
合

計
額

と
D
欄

の
額

に
補

助
率

を
乗

じ
た

額
の

合
計

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

５
　

G
欄

に
つ

い
て

は
、

F
欄

の
合

計
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

６
　

I
欄

に
つ

い
て

は
、

実
際

に
交

付
を

受
け

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

７
　

J
欄

に
つ

い
て

は
、

G
欄

と
H
欄

の
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

８
　

K
欄

に
つ

い
て

は
、

I
－

J
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

補
助

事
業

者
名

（
単

位
：

円
）

差
引

（
△

）
不

足
額

寄
附

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
国

庫
補

助
金

基
本

額

 
A
の

合
計

額
と

(
D
×

E
)
の

合
計

額
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

G
と

H
の

少
な

い

方
の

額
I
－

J

様
式

５
別

紙
３

国
庫

補
助

金
交

付
決

定
額

国
庫

補
助

金
受

入
済

額
国

庫
補

助
金

精
算

額

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

 
精

算
額

調
書

対
象

経
費

の
支

出
額

K

（
保

険
者

協
議

会
の

運
営

等
に

係
る

事
業

）

基
準

額
対

象
事

業
補

助
率

国
庫

補
助

金
所

要
額

B
－

C

F
の

千
円

未
満

を
切

り
捨

て
た

額

A
G

B
C

D
F

イ
以

外
の

事
業

イ
の

事
業

H
I

J
E

2/3

1/2

１
　

B
欄

に
つ

い
て

は
、

様
式

５
別

紙
３

（
内

訳
）

の
合

計
の

欄
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
　

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

３
　

F
欄

に
つ

い
て

は
、

A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

に
補

助
率

を
乗

じ
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

４
　

G
欄

に
つ

い
て

は
、

F
欄

の
合

計
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

５
　

I
欄

に
つ

い
て

は
、

実
際

に
交

付
を

受
け

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

６
　

J
欄

に
つ

い
て

は
、

G
欄

と
H
欄

の
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

７
　

K
欄

に
つ

い
て

は
、

I
－

J
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

1/2

I
－

J

B

対
象

経
費

の
支

出
額

A
G

補
助

事
業

者
名

（
単

位
：

円
）

差
引

（
△

）
不

足
額

寄
附

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
国

庫
補

助
金

基
本

額
補

助
率

B
-
C

A
と

(
D
×

E
)
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

国
庫

補
助

金
所

要
額

F
の

千
円

未
満

を
切

り
捨

て
た

額

様
式
５

別
紙

３

国
庫

補
助

金
交

付
決

定
額

国
庫

補
助

金
受

入
済

額
国

庫
補

助
金

精
算

額

C
D

F
E

H
I

J
K

G
と

H
の

少
な

い
方

の
額

（
保

険
者

協
議

会
の

運
営

等
に

係
る

事
業

）

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

 
精

算
額

調
書

基
準

額
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様式５別紙３（概要） 

 

様式５別紙３（概要） 

 

１
．
事
業
実
施
報
告
書

※
１

　
保

険
者

協
議

会
の

運
営

に
つ

い
て

は
、

備
考

欄
に

事
業

開
始

年
度

を
記

入
す

る
こ

と
。

※
２

　
デ

ー
タ

ヘ
ル

ス
推

進
等

事
業

に
つ

い
て

は
、

成
果

物
及

び
事

業
結

果
を

公
表

し
た

こ
と

が
わ

か
る

資
料

を
添

付
す

る
こ

と
。

※
３

　
医

師
、

保
健

師
及

び
管

理
栄

養
士

に
対

す
る

特
定

保
健

指
導

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

研
修

実
施

事
業

に
つ

い
て

は
、

研
修

内
容

の
わ

か
る

資
料

（
実

施
要

綱
等

）
を

添
付

す
る

こ
と

。

ク
．

保
険

者
と

か
か

り
つ

け
医

等
の

協
働

に
よ

る
加

入
者

の
予

防
健

康
づ

く
り

事
業

ア
．

保
険

者
協

議
会

の
運

営
事

業

イ
．

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

推
進

等
事

業

ウ
．

特
定

健
診

等
に

係
る

受
診

率
向

上
の

た
め

の
普

及
啓

発
事

業

エ
．

特
定

健
診

等
の

円
滑

な
実

施
の

た
め

の
事

業

オ
．

特
定

保
健

指
導

プ
ロ

グ
ラ

ム
研

修
等

事
業 事

業
区
分

事
業
概
要

備
考

実
施
年
月

キ
．

特
定

健
診

と
各

種
検

診
の

同
時

実
施

促
進

事
業

様
式
５
別
紙

３
（
概
要
）

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
事

業
概

要
（

保
険

者
協

議
会

の
運

営
等

に
係

る
事

業
）

カ
．

特
定

保
健

指
導

実
施

機
関

評
価

事
業

１
．
事
業
実
施
報
告
書

※
１
　
保
険
者
協
議
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
備
考
欄
に
事
業
開
始
年
度
を
記
入
す
る
こ
と
。

※
２
　
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
推
進
等
事
業
に
つ
い
て
は
、
成
果
物
及
び
事
業
結
果
を
公
表
し
た
こ
と
が
わ
か
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
。

※
３
　
医
師
、
保
健
師
及
び
管
理
栄
養
士
に
対
す
る
特
定
保
健
指
導
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
修
実
施
事
業
に
つ
い
て
は
、
研
修
内
容
の
わ
か
る
資
料
（
実
施
要
綱
等
）
を
添
付
す
る
こ
と
。

キ
．

特
定

健
診

と
各

種
検

診
の

同
時

実
施

促
進

事
業

ア
．

保
険

者
協

議
会

の
運

営
事

業

イ
．

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

推
進

等
事

業

ウ
．

特
定

健
診

等
に

係
る

受
診

率
向

上
の

た
め

の
普

及
啓

発
事

業

エ
．

特
定

健
診

等
の

円
滑

な
実

施
の

た
め

の
事

業

オ
．

特
定

保
健

指
導

プ
ロ

グ
ラ

ム
研

修
等

事
業

事
業
区
分

事
業
概
要

備
考

実
施
年
月

様
式

５
別

紙
３

（
概

要
）

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
事

業
概

要
（

保
険

者
協

議
会

の
運

営
等

に
係

る
事

業
）

カ
．

特
定

保
健

指
導

実
施

機
関

評
価

事
業
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様式５別紙３（内訳） 

 

様式５別紙３（内訳） 

 
①

保
険

者
協

議
会

の
開

催

②
医

療
費

適
正

化
計

画
へ

の
意

見
提

出
に

係
る

保
険

者
協

議
会

の
開

催

③
医

療
計

画
へ

の
意

見
提

出
に

係
る

保
険

者
協

議
会

の
開

催

④
専

門
部

会
等

の
開

催

①
か

か
り

つ
け

医
や

地
域

社
会

と
の

連
携

役
の

情
報

連
携

や
そ

の
活

用
等

の
実

施
 

②
か

か
り

つ
け

医
と

地
域

社
会

と
の

連
携

役
と

な
る

人
材

育
成

事
業

③
連

携
役

の
実

績
等

の
取

組
に

対
す

る
評

価
・

分
析

事
業

２
　

積
算

内
訳

の
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
対

象
経

費
科

目
に

準
じ

て
記

載
す

る
こ

と
。

３
　

対
象

経
費

支
出

額
の

欄
の

合
計

額
に

つ
い

て
は

、
様

式
５

別
紙

３
の

Ｂ
欄

へ
記

載
す

る
こ

と
。

合
　

　
計

ク
．

保
険

者
と

か
か

り
つ

け
医

等
の

協
働

に
よ

る
加

入
者

の
予

防
健

康
づ

く
り

事
業

カ
．

特
定

保
健

指
導

実
施

機
関

評
価

事
業

１
　

額
の

記
載

に
あ

た
っ

て
は

、
円

単
位

で
記

載
し

、
合

計
欄

も
円

単
位

で
記

載
す

る
こ

と
。

ウ
．

特
定

健
診

等
に

係
る

受
診

率
向

上
の

た
め

の
普

及
啓

発
事

業

キ
．

特
定

健
診

と
各

種
検

診
の

同
時

実
施

促
進

事
業

イ
．

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

推
進

等
事

業

オ
．

特
定

保
健

指
導

プ
ロ

グ
ラ

ム
研

修
等

事
業

エ
．

特
定

健
診

等
の

円
滑

な
実

施
の

た
め

の
事

業

様
式

５
別

紙
３

（
内

訳
）

ア
．

保
険

者
協

議
会

の
運

営
事

業

２
．

事
業

実
施

報
告

書
（

積
算

内
訳

）

令
和

６
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
積

算
内

訳
（

保
険

者
協

議
会

の
運

営
等

に
係

る
事

業
）

（
単

位
：

円
）

事
業

区
分

積
算

内
訳

対
象

経
費

支
出

額

①
保
険
者
協
議
会
の
開
催

②
医
療
費
適
正
化
計
画
へ
の
意
見
提
出
に
係
る
保
険
者
協
議
会
の
開
催

③
医
療
計
画
へ
の
意
見
提
出
に
係
る
保
険
者
協
議
会
の
開
催

④
専
門
部
会
等
の
開
催

２
　

積
算

内
訳

の
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
対

象
経

費
科

目
に

準
じ

て
記

載
す

る
こ

と
。

３
　

対
象

経
費

支
出

額
の

欄
の

合
計

額
に

つ
い

て
は

、
様

式
５

別
紙

３
の

Ｂ
欄

へ
記

載
す

る
こ

と
。

合
　

　
計

キ
．

特
定

健
診

と
各

種
検

診
の

同
時

実
施

促
進

事
業

カ
．

特
定

保
健

指
導

実
施

機
関

評
価

事
業

１
　

額
の

記
載

に
あ

た
っ

て
は

、
円

単
位

で
記

載
し

、
合

計
欄

も
円

単
位

で
記

載
す

る
こ

と
。

ウ
．

特
定

健
診

等
に

係
る

受
診

率
向

上
の

た
め

の
普

及
啓

発
事

業 イ
．

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

推
進

等
事

業オ
．

特
定

保
健

指
導

プ
ロ

グ
ラ

ム
研

修
等

事
業

エ
．

特
定

健
診

等
の

円
滑

な
実

施
の

た
め

の
事

業

様
式

５
別

紙
３

（
内

訳
）

ア
．

保
険

者
協

議
会

の
運

営
事

業 ２
．

事
業

実
施

報
告

書
（

積
算

内
訳

）

令
和

５
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
積

算
内

訳
（

保
険

者
協

議
会

の
運

営
等

に
係

る
事

業
）

（
単

位
：

円
）

事
業

区
分

積
算

内
訳

対
象

経
費

支
出

額
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様式６ 

 

様式６ 

 

 

様式６ 

 

文 書 番 号 

 

 

令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付額確定通知書 

 

 

都道府県保険者協議会 

 

 

（元号） 年 月 日厚生労働省発保  第  号で交付決定された令和６

年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金については、（元号） 年 月 日

第 

号事業実績報告に基づき、（元号） 年 月 日厚生労働省発保  第 号

をもって交付額が金○○○○円に確定されたので通知する。 

 なお、超過交付となった金○○○○円については、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）第 18 条第２項の規定によ

り、（元号） 年 月 日までに返還することを命じられたので併せて通知す

る。 

 

 

 （元号）  年  月  日 

 

 

都道府県知事 ○○ ○○  

 

様式６ 

 

文 書 番 号 

 

 

令和５年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付額確定通知書 

 

 

都道府県保険者協議会 

 

 

（元号） 年 月 日厚生労働省発保  第  号で交付決定された令和５

年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金については、（元号） 年 月 日

第 

号事業実績報告に基づき、（元号） 年 月 日厚生労働省発保  第 号

をもって交付額が金○○○○円に確定されたので通知する。 

 なお、超過交付となった金○○○○円については、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）第 18 条第２項の規定によ

り、（元号） 年 月 日までに返還することを命じられたので併せて通知す

る。 

 

 

 （元号）  年  月  日 

 

 

都道府県知事 ○○ ○○  
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様式７ 

 

様式７ 

  

様式７ 

 

文 書 番 号 

（元号） 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣  殿 

 

 

                   ○○健康保険組合理事長 ○○ ○○  

全国健康保険協会理事長 ○○ ○○  

国民健康保険中央会理事長 ○○ ○○  

                ○○県保険者協議会会長 ○○ ○○  

日本健康会議代表 ○○ ○○  

 

 

令和６年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

 （元号） 年 月 日厚生労働省発保   第   号により交付決定を受

けた令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金について、令和６年度高

齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付要綱５（８）の規定に基づき、次のと

おり報告する。 

 

 

１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179

号）第 15条の規定による確定額又は事業実績報告による額 

 金○○○○円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税額に係

る仕入控除税額（要国庫補助金等返還相当額） 

金○○○○円 

 

３ 添付書類 

記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が

把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料）を添付する。 

様式７ 

 

文 書 番 号 

（元号） 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣  殿 

 

 

                   ○○健康保険組合理事長 ○○ ○○  

全国健康保険協会理事長 ○○ ○○  

国民健康保険中央会理事長 ○○ ○○  

                ○○県保険者協議会会長 ○○ ○○  

日本健康会議代表 ○○ ○○  

 

 

令和５年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

 （元号） 年 月 日厚生労働省発保   第   号により交付決定を受

けた令和５年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金について、令和５年度高

齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付要綱５（８）の規定に基づき、次のと

おり報告する。 

 

 

１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179

号）第 15条の規定による確定額又は事業実績報告による額 

 金○○○○円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税額に係

る仕入控除税額（要国庫補助金等返還相当額） 

金○○○○円 

 

３ 添付書類 

記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が

把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料）を添付する。 


